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本日御議論いただきたい事項

対象だけでいいかは、今後の議論次第であるが、まずは対
象だけの方向で作成

論点 検討すべき内容

➀対象 ・具体的な対象
・CO2を排出する供給力や調整力の取扱い

②募集量 ・募集量の設定方法

③リードタイムの考慮 ・運転開始までのリードタイムの考慮方法

④入札価格の在り方 ・初期投資額の取扱い
・制度期間中に発生する運転維持費や大規模修繕の取扱い
・長期間に渡る他市場収益をどのように考慮すべきか

⑤調達方式 ・どのような方法で調達する供給力や調整力を決定するか

⑥制度適用期間 ・設備の耐用年数と制度適用期間の関係の考え方

⑦上限価格 ・上限価格の設定方法

⑧調整係数 ・長期間にわたる調整係数の設定方法

⑨拠出金の負担者 ・負担者と負担計算方法の考え方

⑩リクワイアメント・ペナルティ・参入障壁とのバランスの考慮

⑪現行容量市場との関係 ・現行容量市場と制度措置案の統合的な設計の在り方

持続可能な電力システム構築小委員会
第二次中間とりまとめ（2021年8月）より抜粋

¸ 前回の会合では、電源の新規投資の促進のため、新規電源投資について長期間固定収入を確保
する仕組み（以下「本制度措置」という。）の詳細を検討していくに当たり、今後検討を深めるべき
論点や、検討の視点の例について、御議論いただいたところ。

¸ 本日は、今後検討を深めるべき論点のうち、①対象、②募集量、④入札価格の在り方について、
前回お示しした検討の視点の例を踏まえ、御議論いただきたい。



¸ 事務局より、容量市場の価格（kW価値）を長期固定化する方法と、売電価格（kWh価
値）を長期固定化する方法をお示しし、御議論いただいた結果、容量市場の価格を長期固定
化する案を基礎として、制度の在り方を検討していくこととされた。

（参考）制度検討の方向性
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【委員から頂いた主なコメント】
Å これから明らかに変動再エネが増えてくることを考えれば、調整電源が必要になってきて、そういう意味では、これからつくる電源が2020年代後半に稼働して、
その後15年、20年動くことを考えたとき、多くの年数は、そんな高い設備利用率になるのではなく、むしろ調整電源として大いに活躍し、それで調整力市場か
らもお金を得て、スポット市場からもお金を得てという格好になると予想するのが合理的。

Å 想定外に再エネが普及したとしても、逆だったとしても、一定額のお金が入ってくるというのは明らかにリスクを下げることになると思うので、容量市場の支払いを、
ある意味で新設電源に限って、あるいは必要な量に限って、相当限定的な格好にやると思いますが、これを優遇するということを考えてもいい。

kW価値を長期固定化する方法 kWh価値を長期固定化する方法

第60回制度検討作業部会
（2021年12月22日）資料5



（参考）検討の視点（例）

¸ 前頁の各論点を検討するに当たり、例えば、以下の視点について、どのように考えるか。

（供給力確保・脱炭素化と経済性）
V 供給力の確保・脱炭素化と経済性の両立をどのように図るか。例えば、短期的により多くの電源を
調達したり、脱炭素化の基準をより厳しくしたりすると、電源間の競争圧力が低下し、結果的に全
体の経済性が低下する可能性について、どのように考えるか。

（供給力確保と脱炭素化）
V 供給力の確保と脱炭素化の両立をどのように図るか。例えば、短期的な供給力の増加には必ずし
も寄与しない一方、2050年のカーボンニュートラルを目指す中で、中長期的な供給力確保に欠か
せない既設電源の脱炭素化投資について、どのように考えるか。

（投資の予見性確保と経済性）
V 投資の予見性を確保するためには、将来的なリスク要因を最大限排除することが望ましい一方、リ
スクゼロの仕組みを目指すことが経済性の低下につながる可能性があることについて、どのように考え
るか。また、長期に及ぶ電源投資・回収期間中のあらゆるリスク要因をあらかじめ排除することは現
実的でない中、制度運用に一定の柔軟性を持たせることについて、どのように考えるか。

（制度全体の効率性）
V 運用面を含めた制度全体の効率性向上のためには、できる限り個別ルールを排除したシンプルな制
度とすることが望ましい一方、異なる特性を有する電源間の競争促進により効率性を高める観点か
ら、各電源の特性に応じた個別ルールを設定することについて、どのように考えるか。
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第60回制度検討作業部会
（2021年12月22日）資料5



１．対象
２. 募集量
３. 入札価格の在り方
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対象について

¸ これまで本制度措置について議論してきた「持続可能な電力システム構築小委員会（以下「構
築小委」という。）」では、本制度措置で対象とする「新規投資」の基本的な考え方としては、電
源への新規投資が停滞し、供給力の低下に伴う安定供給へのリスクが顕在化する中で、2050年
のカーボンニュートラルと安定供給の両立に資するものとするため、脱炭素化された電源の拡大を図
る観点から、「発電・供給時にCO2を排出しない電源（脱炭素電源）への新規投資」とし、対
象の詳細については、引き続き検討すべきとされたところ。

¸ 「発電・供給時にCO2を排出しない電源（脱炭素電源）への新規投資」とは、CO2の排出防
止対策が講じられていない火力発電所（石炭・LNG・石油）を除く、あらゆる発電所・蓄電池
の新設案件やリプレース案件への新規投資（※1）が想定される。
※1 リプレース案件の対象範囲や規模要件等詳細な要件は他の制度との関係を踏まえ、別途要検討

¸ 一方で、過去の会合で御意見をいただいたように、以下の新規投資を対象とするかは論点である
ため、次頁以降で検討を行う。

【論点➀】：アンモニア・水素混焼のための新規投資（※2）

【論点②】：グレーアンモニア・水素を燃焼させる発電設備への新規投資

【論点③】：バイオマス（混焼、既設の改修）のための新規投資（※2）

※2これらの専焼のための新設・リプレース案件への新規投資は、本制度措置の対象となるが、論点①に関
して、グレーアンモニア・水素を燃焼させる場合が対象となるかについては、論点②を参照。また、論点③に
関して、対象となるバイオマス燃料の要件については、FIT・FIP制度において求められている要件を踏まえ
て検討することが必要。
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（参考）第6次エネルギー基本計画

¸ 第二次中間とりまとめでは「本制度の対象については、2050年のカーボンニュートラル目標と安定供
給の両立に資するものとすべきであり、具体的な対象については、エネルギー基本計画の見直しも踏
まえ、更に検討を深めていく」こととされていた。

¸ 第6次エネルギー基本計画では、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、電力部門は、

ü再エネや原子力といった実用段階にある脱炭素電源を用いて着実に脱炭素化を実現することが
求められる

ü水素・アンモニア発電やCCUSによる炭素貯蔵・再利用を前提とした火力発電といったイノベー
ションを必要とする新たな選択肢を追求していく

ü再エネの主力電源化の鍵を握る蓄電池や水素の活用等による脱炭素化された調整力の確保
等により電力システムの柔軟性向上を図る

こととされた。
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第6次エネルギー基本計画（抜粋）
４．２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応
（３）電力部門に求められる取組
様々な経済活動のうち、電力部門においては、再生可能エネルギーや原子力といった実用段階にある脱炭素電源が存在するため、これらの電源を用いて着
実に脱炭素化を実現することが求められる。
２０５０年カーボンニュートラルが実現した社会では、産業・業務・家庭・運輸部門における電化の進展により、電力需要が一定程度増加することが予想さ
れる。この電力需要に対応するためにも、全ての電力需要を１００％単一種類のエネルギー源で賄うことは困難であり、現時点で実用段階にある脱炭素技
術に限らず、水素・アンモニア発電やＣＣＵＳによる炭素貯蔵・再利用を前提とした火力発電といったイノベーションを必要とする新たな選択肢を追求して
いくことが必要となる。
①再生可能エネルギーにおける対応
こうした課題に対応するため、送電網に関するマスタープランの策定、蓄電システム等の分散型エネルギーリソースの導入拡大及び再生可能エネルギーの主力
電源化の鍵を握る蓄電池や水素の活用等による脱炭素化された調整力の確保や系統混雑緩和への対応促進、系統の安定性を支える次世代インバータ等
の開発を進めるなど電力システムの柔軟性の向上を図る。

第13回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021.12.3 ）資料3より抜粋



（参考）構築小委員会における対象の検討
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第13回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021.12.3 ）資料3より抜粋



【論点➀-1】アンモニア・水素混焼のための新規投資（基本的な考え方）

¸ 脱炭素化された電源の拡大を図るという本制度措置の目的に照らせば、本来、「専焼」のみを対象
とすることが望ましいものの、アンモニア・水素発電は、電力分野のトランジション・ロードマップ（案）
では、技術的な課題や燃料サプライチェーンの早期構築の観点も踏まえ、いきなり「専焼」から導
入していくのではなく、まずは「混焼」から進めていくこととされている。

¸ また、「新設」よりも「既設火力の改修」により導入していく方が投資額も少なく、社会的費用の最
小化につながることから、グリーン成長戦略の工程表では、アンモニア混焼については、まずは「既設
火力の改修」から進めていくこととされている。

¸ 一方、本制度措置の目的に照らせば、新設の場合CO２排出量がどの程度増加するかという視点
や、今後、カーボンニュートラルを目指していくにあたり、再エネの変動に対応する調整力として期待で
きるかといった視点も含めた検討が必要ではないか。

¸ 本制度措置におけるアンモニア・水素混焼の取り扱いについては、こうした各種計画や視点を踏まえ
て検討することとしてはどうか。
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（参考）過去の会合で頂いたコメント

第13回構築小委員会
¸ 足下の現実解として混焼を対象とする点に賛同。水素も大型化に向けた技術開発を進めているところであり、燃料サプライチェーンの

観点も踏まえ、調整力に寄与する水素混焼も対象にすべき。

第60回制度検討作業部会

¸ アンモニア混焼の石炭火力を対象とする場合には、2050年CNとの整合性には留意が必要。最終的に脱炭素電源となることをどのよ

うに担保するか検討が必要。対象となる発電所が座礁資産化しないように留意が必要。
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第35回総合資源エネルギー調査会基本政
策分科会（令和2年12月21日）資料1

（参考）水素発電・アンモニア発電 概要
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（参考）水素・アンモニアの大規模調達に向けた課題
第41回総合資源エネルギー調査会基本政
策分科会（令和3年4月22日）資料1
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（参考）電力分野のトランジション・ロードマップ（案）
第5回 経済産業分野におけるトランジション・ファ
イナンス推進のためのロードマップ策定検討会

（2021.12.20 ）資料4
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（参考）燃料アンモニア分野の課題 第5回 グリーンイノベーション戦略推進会議ワーキン
ググループ（2021.12.24 ）資料4に赤枠追加
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第1回産業構造審議会産業技術環境分科会グリーントランスフォーメーション推進小委員会／総
合資源エネルギー調査会基本政策分科会2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネル
ギー需給構造検討小委員会合同会合（2021年12月16日）

（参考）アンモニア利用の拡大に向けた道筋
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（参考）水素利用の拡大に向けた道筋
第16回
（2021.12.22 ）資料3



（参考）グリーン成長戦略 アンモニア工程表
Å

第13回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021.12.3 ）資料3より抜粋
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（参考）グリーン成長戦略 水素工程表
Å

第13回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021.12.3 ）資料３より抜粋

17



18

（参考）アンモニア混焼に伴う追加費用
第3回 発電コスト検証ワーキンググループ

（2020年4月12日）資料1
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（参考）火力の脱炭素化に向けた促進方向性
第42回電力・ガス基本政策小委員会
（2021.12.14 ）資料4に赤枠追加



（参考）省エネ法による規制的措置の概要
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¸省エネ法による石炭火力の発電効率目標の強化等により、個別発電所の休廃止規制
（kW削減）ではなく、安定供給や地域の実情に配慮しながら、非効率石炭火力のフェー
ドアウト（kWh削減）及び石炭火力の高効率化を着実に促進。

現
行

新
た
な
措
置

火力全体のベンチマーク指標

※燃料種別の発電効率の加重平均が指標
（石油等39%、石炭41%、LNG48%）

⇒非効率石炭火力を減らさずとも、発電効率の
高いLNG火力を増やすことで達成可能

①新たな指標の創設 ②発電効率目標の強化 ③脱炭素化への布石

石炭火力の発電効率目標41%

※USC（超超臨界）の最低水準

※火力全体のベンチマーク指標の内数

バイオマス等混焼への配慮措置

※発電効率の算出時に、バイオマス等混焼分を
分母から控除（⇒発電効率が増加）

発電効率 ＝
発電量

石炭投入量 ー バイオマス等投入量

石炭単独のベンチマーク指標を新設

※既存の火力ベンチマークとは別枠で新設

⇒石炭火力に特化した指標により、
フェードアウトの実効性を担保

発電効率目標43%に引き上げ

※既設のUSC（超超臨界）の最高水準

※設備単位ではなく、事業者単位の目標水準

⇒高効率石炭火力は残しつつ、非効
率石炭火力をフェードアウト

アンモニア混焼・水素混焼への
配慮措置を新設

※バイオマス等混焼と同様の算出方法を使用

⇒脱炭素化に向けた技術導入の加
速化を後押し

＜新たな規制的措置の主なポイント＞

※製造業等が保有する自家発自家消費の石炭火力についても、発電効率と高効率化に向けた取組の報告を追加的に措置。

総合エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会
石炭火力検討WG（2021年4月23日）中間とりまとめ概要



【論点➀-2】アンモニア・水素混焼のための新規投資の取り扱い

¸ アンモニア・水素混焼のための新規投資は、主に以下のケースが考えられる。
ü (a) -1 アンモニア・水素混焼を前提とした石炭火力の新設案件
ü (a) -2 アンモニア・水素混焼を前提としたLNG火力の新設案件
ü (b) -1 既設の石炭火力のアンモニア・水素混焼に向けた改修案件
ü (b) -2  既設のLNG火力のアンモニア・水素混焼に向けた改修案件

¸ (a)-1については、供給力の増加には資するものの、アンモニア・水素混焼を前提とするとしても、CO2
排出量の多い石炭火力の新設案件となることから、対象としないこととしてはどうか。

¸ (a)-2については、LNG火力の新設案件となるため、CO2を排出する新たな火力発電所の新設案件
となるが、調整力として期待できる側面もあることから、当面は本制度措置の対象とする方向で検討し
てはどうか。

¸ (b)-1、(b)-2については、論点➀-1の通り、「既設火力の改修」による「アンモニア・水素混焼」から
進めていく必要があること、2050年のカーボンニュートラルを目指す中で、中長期的な供給力確保に
は欠かせない電源であること、CO2排出量の低減につながることからすれば、本制度措置の対象とす
る方向で検討してはどうか。

¸ なお、(a) -2や(b) -1・(b) -2を対象とする場合、混焼率の要件や、2050年カーボンニュートラルに
向けた専焼化への道筋をどのようにつけていくかといった課題について、更に検討を進めることが必要で
はないか。

¸ また、(b) -1・(b) -2のような既設の改修案件は、短期的な供給力の増加には必ずしも寄与しないこ
とを踏まえ、募集量において、既設の改修案件についての上限量を設ける等の対応を検討してはどう
か。
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第2回 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 電
力システム改革貫徹のための政策小委員会市場整備ワー
キンググループ（2016年10月31日）資料3に赤枠追加



【論点②】グレーアンモニア・水素を燃焼させる発電設備への新規投資

¸ 2050年カーボンニュートラル実現のためには、燃料製造時にもCO2を排出しない事が重要である
ものの、足下では、アンモニア・水素は国内外において発電用燃料のサプライチェーンが未発達な状
況。

¸ また、IEAのシナリオ（次頁参照）では、水素はグレー、ブルー、グリーンと段階的に普及し、当面は、
グレー水素が水素製造量の大半を占める見通しとなっている。

¸ これらを踏まえれば、一定の初期需要を創出しつつ、供給網の構築を進め、価格低下を促していくこ
とが重要であり、高度化法でもアンモニア・水素の由来を問わず非化石価値を評価する仕組みを検
討することとされている。

¸ したがって、供給力確保・脱炭素化と経済性の確保のバランス（※）に配慮しつつ、高度化法等の
他の制度の検討状況も考慮しながら、当面はグレーアンモニア・水素を対象とする方向で検討して
はどうか。

※脱炭素化の基準を厳しくしすぎると、入札件数が限定的になり、競争圧力が低下する懸念。一方で、2050年
カーボンニュートラル目標との整合性を確保する必要。
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（参考）過去の会合で頂いた御意見

第13回構築小委員会

¸ 水素・アンモニアは、燃料の精製でもCO2排出しないことも重要。水素ならブルー・グリーンを対象とすべき。

第60回制度検討作業部会

¸ 本制度では、キャパシティを対象としている。水素・アンモニア混焼を対象とした際に、2050年までの途中段階でグレーを扱うことはあ

るかもしれないが、キャパシティとしては、グレーは燃やせるがグリーンは燃やせないということはありえない。合理的な価格で調達可能と

なればすぐに乗り換えられるとすれば、過度に狭める必要はない。キャパシティの問題と運用の問題を一緒にしないように。
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（参考）ＧＸ検討における議論動向について
第1回産業構造審議会産業技術環境分科会グリーントランスフォーメーション推進小委員会／総
合資源エネルギー調査会基本政策分科会2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネル
ギー需給構造検討小委員会合同会合（2021年12月16日）資料２に赤枠追加
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（参考）ＧＸ検討における議論動向について
第1回産業構造審議会産業技術環境分科会グリーントランスフォーメーション推進小委員会／総
合資源エネルギー調査会基本政策分科会2050年カーボンニュートラルを見据えた次世代エネル
ギー需給構造検討小委員会合同会合（2021年12月16日）資料２に赤枠追加



【論点③】バイオマス（混焼、既設の改修）のための新規投資
¸ バイオマス混焼は、以下の状況を踏まえ、「新設」・「既設火力のバイオマス混焼に向けた改修」ともに、
基本的には本制度措置の対象としないこととしてはどうか。

ü 論点①-１の通り、本制度措置の目的に照らせば、本来、「専焼」が可能であれば「専焼」のみを
対象することが望ましいところ、既に大型で専焼の発電所が存在する（アンモニア・水素とは異なり、
専焼における技術面等での課題は存在しない）。

ü バイオマス混焼は、基本的に石炭火力を用いて実施されており、論点①-2との整合性を踏まえる
必要があるのではないか。

（注） 仮に対象とする場合には、混焼率の要件や、2050年カーボンニュートラルに向けた専焼化への道筋をどのようにつけていくかといった課題につい
て、検討を進めることが必要ではないか。

¸ 一方で、「既設火力のバイオマス専焼に向けた改修」は、本制度措置の対象とする方向で検討し
てはどうか。ただし、既設の改修案件は論点①-2同様、短期的な供給力の増加には必ずしも寄与
しないことから、募集量において、既設の改修案件についての上限量を設ける等の対応を検討して
はどうか。
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＜専焼の例➀（7.5万kW、稼働済み）＞

所在地 福島県いわき市小名浜字渚2番地4

発電出力 7万5千kW

発電方式 バイオマス専焼発電

燃料 木質バイオマス（木質ペレット・PKS）

運転開始 2021年4月6日

会社名 エア・ウォータ＆エネルギア・パワー小名浜株
式会社

出所：https://www.awep -onahama.co.jp/info_conf/upload/10 -1.pdf

＜専焼の例②（11.2万kW、建設中）＞

出所：https://www.jfe -eng.co.jp/news/2021/20211207.html

所在地 愛知県田原市緑が浜2号2番52、53

発電出力 11万2千kW

発電方式 バイオマス専焼発電

燃料 木質バイオマス（木質ペレット）

完工予定 2025年8月末

会社名 田原バイオマスパワー合同会社



（参考）FIT・FIPにおけるバイオマス燃料の要件
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【事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）より抜粋】

・森林における立木竹の伐採若しくは間伐により発生する未利用の木質バイオマス、一般木質バイオマ
ス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料又は建設資材廃棄物と石炭を原料とする燃料
（コークス等を含む。以下単に「石炭」という。）を混焼する案件（石炭比率が0％より大きい案件）は、
2019年度よりFITの新規認定対象とならない。また、一般廃棄物・その他のバイオマスと石炭（ごみ処
理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設におけるバイオマス発電設備
において混焼されるコークスを除く。）を混焼する案件は、2021年度よりFITの新規認定対象とならない。

・既存の火力発電設備を改修して行うバイオマス発電事業は原則としてFITの対象外だが、
➀燃料タイプの転換（液体燃料⇒固形燃料）、
②バイオマス専焼設備（バイオマス比率90%以上）への転換、
③主要な電気設備（タービン・発電機）の全更新、
という要素を全て満たす大規模な改修を伴う場合には、新設と同等のものとしてFITの対象になり得る。



１．対象
２. 募集量
３. 入札価格の在り方
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募集量（イメージ）

募集量の基本的な考え方について
¸ 2021年度の容量市場の結果では、調達量の約7割（約1.2億kW）を化石電源が占めている。

¸ 2050年カーボンニュートラルを達成するためには、今後の省エネや電化の結果次第ではあるが、約7
割の化石電源を脱炭素電源に置き換えていくことや、現状存在する脱炭素電源のリプレース等を進
めていく必要がある。

¸ 電源建設には一定のリードタイムが必要であることから、投資判断に残された期間は、残り20年程
度となるため、仮に約1.2億kWの化石電源の全てを脱炭素電源に置き換えていくとすると、年平均
で約600万kW程度の導入が必要となる。一方で、足下ではFIT再エネが期待容量ベースで年間
150万kW程度増加しているところ。

¸ こうした中で、必ずしも本制度措置のみで脱炭素電源の導入を行っていく訳ではないこと、今後の
様々なイノベーションにより、より効率的に脱炭素電源を導入することが可能となる可能性もあり、
制度開始当初から平均的な導入量を募集すると競争圧力が働かずに結果的に国民負担が増
加する可能性があることを踏まえれば、本制度措置の初期段階における募集量は、スモールスター
トを基本としていくべきではないか。
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化石電源
約7割 脱炭素

電源

既設火力の脱炭素化
に向けた改修

2050年2021年度
容量市場結果

カーボンニュートラル

調達量
約1.8億kW

再エネ、原子力
FIT再エネ約3割

脱炭素電源
の新設・リプレース

建設リードタイム投資判断に残された期間（20年程度）

平均的に募集していく
場合の募集量の水準

スモールスタート
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（参考）FIT電源の増加量

¸ 2024年度容量市場オークション結果と2025年度容量市場オークション結果との比較
の結果、FIT電源の増加量は調整係数考慮後で、約150万kW程度。

約158万kW増加

電力広域的運営推進機関
容量市場メインオークション約定結果
（対象実需給年度：2025年度）

（2021年12月22日）

電力広域的運営推進機関
容量市場メインオークション検証レポート
（対象実需給年度：2024年度）

（2020年12月2日）
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（参考）設備容量の推移

（出所）2000～2015年度：電源開発の概要（資源エネルギー庁）、2017年度以降：供給計画とりまとめ（電力広域的運営推進機関）から作成

[万kW]

22,913 23,030 23,347 23,472 23,755 23,887 23,843 23,802 

30,669 30,548
30,225 

29,514

25,951 25,951 
24,69424,675 24,538 24,38724,148 23,890

›ὓ

¸ 近年は、FIT制度によって投資が促されている「新エネ」以外の脱炭素電源の設備容量の増加は停
滞している状況。

31,283 



（参考）建設リードタイムについて
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持続可能な電力システム構築小委員会
第二次中間取りまとめ
（令和3年8月10日）



１．対象
２. 募集量
３. 入札価格の在り方
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¸ 現行容量市場では、市場支配力を有する事業者が価格つり上げを行うことを防止するため、入札ガイ
ドラインにおいて、支配的事業者が価格つり上げに該当しない応札価格の考え方が示されている。

¸ 本制度措置では、脱炭素電源への新規投資を対象に入札を実施するため、（既設電源を多く保有
する市場支配力のある事業者が存在する現行容量市場とは異なり、）基本的に市場支配力を有す
る事業者は存在しないことから、市場支配力を有する事業者を念頭においた入札価格に関する規
律は必要ではないと考えられる。

¸ 一方で、本制度措置は入札によって落札電源を決定する仕組みであることから、入札を通じて国民負
担の最小化を図ることとなるが、かかる目的を達成する観点から、全ての事業者を対象に「上限価格の
設定」や「入札価格の監視」等の入札価格に対する一定の規律を設けることが必要ではないか。

¸ なお、これらの規律を設けるにあたっては、入札価格に織り込むことが適切なコストについて整理するこ
とが必要。

¸ 本制度措置における入札価格に織り込むことが適切なコストについては、本制度措置の趣旨・目的
を踏まえて、例えば以下のような項目それぞれの取扱いに関する検討を今後具体的に進めていくこと
としてはどうか。

ü建設費、廃棄費用
ü制度適用期間中に発生する運転維持費
ü系統接続費、事業税、発電側課金
ü事業報酬（資本コスト）
ü他市場収益

入札価格に関する規律の必要性について

36
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（参考）現行容量市場のNet CONEに含まれるコスト
2021年度メインオークション需要曲線作成要領
（2021.7.1 ）より抜粋
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（参考）現行容量市場のNet CONEの算定に用いる経済指標等
2021年度メインオークション需要曲線作成要領
（2021.7.1 ）より抜粋
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（参考）容量市場における入札ガイドライン（抜粋）
4. 容量市場の活性化
（３） 監視対象行為

(イ) 価格つり上げ
市場支配的事業者が、電源を維持するために容量市場から回収が必要な金額を不当に上回る価格で応札することで、本来形成される約定価格よりも高い約定価格
が形成される場合には、価格のつり上げに該当すると考えられる。
この点、市場支配的事業者が、電源を維持することで支払うコストから電源を稼働することで得られる他市場収益を差し引いた額（維持管理コスト）で応札をして
いる場合には、経済合理的な行動と考えられることから、価格のつり上げには該当しないものとみなされる9。

① 電源を維持することで支払うコスト
電源を維持することで支払うコストには、例えば、以下のような項目が含まれると考えられる。なお、定期検査等、実需給年度までに要する複数年度分の費用については、
単年度に一括計上するのではなく、平準化した単年度分の費用のみ計上することが合理的と考えられる。また、供給計画上、実需給年度までに休廃止を予定している電
源を稼働するための工事に係るコスト（修繕費・経年改修費）については、電源を維持することで支払うコストに含めて算定することが考えられる。

この際、実需給年度に発生するコストを見積るに当たっては、合理的に見積り可能な範囲で算定することが適当である。ただし、実需給年度のコストを適切に見積ること
が困難な場合には、直近複数年度の実績平均値を用いる方法等が考えられる。
また、上記の項目のうち、複数の電源にまたがって発生するコストについては、客観的に合理性が認められる一定の配賦基準を用いて各電源に配賦することに留意する。

② 他市場収益
容量市場以外の市場（相対契約を含む）から収益が得られる場合には、これらの他市場から得られる収益から対応する限界費用（燃料費等）を差し引いた額に
よって他市場収益を算定することが適当である。他市場収益を見積るに当たって一律に算定方法を定めることは困難であるが、容量市場の趣旨に鑑み、市場支配的事
業者は合理的に見積り可能な範囲で算定することが適当である。例えば以下の項目を含めて算定することも考えられる。
（2020 年度メインオークションの実績を参考とした一例）

脚注9 新設電源について、オークション時点では投資判断を決定しておらず、約定した場合にのみ当該電源等の建設・稼働を決定するような場合においては、各事業
者の投資判断に資する価格で応札することは、価格つり上げに該当しないと考えられる。また、新設電源とは、新たに建設、または主要な電気設備の全てを更新する
等のリプレースを行う電源であり、オークション時点では稼働していないものの、実需給年度での稼働を予定しており、はじめてオークションで落札される電源をいう。

固定資産税 当該電源を保有することによって発生する固定資産税額

人件費 当該電源の維持に関連して必要となる人員に対する給料手当等

修繕費 当該電源の維持に関連して必要となる修繕費

経年改修費 当該電源の維持に関連して必要となる設備投資のうち資本的支出の額

発電側課金 当該電源に係る発電側課金のうちkW 課金部分

事業税（収入割） 当該電源の維持によって得られる収入に対して発生する事業税の額（電源を維持することで支払うコスト×税率/(1 -税率)）

kWh価値 将来予測や過去実績を用いた市場価格と限界費用の差分（利益分）を基に算定

ΔkW価値 過去の調整力公募実績を基に算定

非化石価値 非化石価値取引市場の過去約定価格に、供給計画ベースの発電量、または、過去の発電量実績平均を基に算定

相対取引 過去実績を基に、単価と発電量を想定し算定


